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１  趣 旨  

 こ の 要 領 は 、 公 共 工 事 に 係 る 業 務 （ 宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事 等 請 負

業 者 選 定 要 綱 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 制 定 。 以 下 「 選 定 要 綱 」 と い う 。）

第 ２ 条 の 業 務 を い う 。 以 下 「 業 務 」 と い う 。） の 入 札 に 係 る 透 明 性 、

競 争 性 、公 平 性 を よ り 確 保 す る た め 、業 務 の 規 模 、内 容 に よ っ て 一 定

の 条 件 を 定 め 、 簡 易 な 技 術 資 料 の 提 出 を 求 め た 公 募 を 行 い 、 建 設 コ

ン サ ル タ ン ト 業 者 等 の 受 注 意 欲 及 び 技 術 的 適 性 を 把 握 し た 上 で 指 名

競 争 入 札 を 行 う 、 公 募 型 指 名 競 争 入 札 に 関 す る 事 務 手 続 等 に つ い て

必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

２  対 象 業 務  

 公 募 型 指 名 競 争 入 札 方 式 の 対 象 業 務 は 、次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

(１ )原 則 と し て 請 負 設 計 金 額 が １ 千 万 円 以 上 の 業 務 に つ い て 実 施 す

る 。  

(２ )請 負 設 計 金 額 が １ 千 万 円 未 満 の 業 務 に お い て 、 業 務 の 内 容 等 特

別 な 理 由 が あ る と き は 、公 募 型 指 名 競 争 入 札 を 行 う こ と が で き る 。 

(３ )請 負 設 計 金 額 が １ 千 万 円 以 上 の 業 務 に お い て 、 委 託 期 間 、 業 務

の 内 容 等 特 別 な 理 由 が あ る と き は 、 事 前 に 宇 部 市 水 道 局 建 設 工 事

等 請 負 業 者 指 名 審 査 委 員 会（ 以 下「 委 員 会 」と い う 。）に 諮 り 公 募

型 指 名 競 争 入 札 に よ ら な い こ と が で き る 。  

３  技 術 資 料 の 公 募  

 公 募 型 指 名 競 争 入 札 方 式 に 係 る 技 術 資 料 提 出 の 公 募 そ の 他 の 手 続

は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ )技 術 資 料 提 出 の 公 募 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 宇 部 市 入 札 情 報 公 開

シ ス テ ム（ 以 下「 入 札 情 報 公 開 シ ス テ ム 」と い う 。）に 掲 載 す る も

の と す る 。た だ し 、入 札 情 報 公 開 シ ス テ ム に 掲 載 で き な い 場 合 は 、

水 道 局 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 及 び 水 道 局 第 二 庁 舎 １ 階 閲 覧 コ ー ナ ー

で 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。ま た 、業 界 紙 等 を 活 用 し て 幅 広 く 情 報

提 供 を 行 う 。  

ア  入 札 に 付 す る 事 項  

(ア )業 務 名  

(イ )実 施 場 所  



(ウ )業 務 概 要  

(エ )委 託 期 間  

 イ  技 術 資 料 の 提 出 資 格 に 関 す る 事 項  

(ア )選 定 要 綱 第 ２ 条 第 ２ 項 に 係 る 資 格  

(イ )本 市 に お け る 本 店 、 支 店 、 営 業 所 等 の 有 無  

(ウ )そ の 他 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 事 項  

ウ  技 術 資 料 に 関 す る 事 項  

  (ア )同 種 ・ 類 似 業 務 の 施 工 実 績  

(イ )配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 及 び 経 験  

(ウ )そ の 他 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 エ  技 術 資 料 の 提 出 の 期 間 及 び 場 所  

 オ  指 名 に 関 す る 事 項  

(ア )指 名 通 知 の 発 送 日  

(イ )非 指 名 の 理 由 説 明 申 し 出 の 日 時 及 び 場 所 方 法  

 カ  入 札 の 日 時 及 び 場 所  

(２ )公 募 型 指 名 競 争 入 札 方 式 に 係 る 業 務 の 指 名 競 争 入 札 に 参 加 し よ

う と す る 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 必 要 な 資 料 を 添 付 し て 申

請 し な け れ ば な ら な い 。  

(３ ) (２ )の 規 定 に か か わ ら ず 、 申 請 者 が 宇 部 市 水 道 局 電 子 入 札 実 施

要 領 第 １ ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 紙 入 札 参 加 承 認 を 得 た 場 合 に お い

て 、選 定 要 綱 第 ３ 条 の 名 簿 に 登 録 さ れ て い る 者 に あ っ て は 、指 名 競

争 入 札 参 加 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 ）、共 同 企 業 体 の 場 合 に あ っ て は 共

同 企 業 体 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 の ２ ）に よ り 技 術 資

料（ 同 種・類 似 業 務 の 施 工 実 績 調 書（ 様 式 第 ２ 号 ）及 び 技 術 者 の 資

格・業 務 経 験 調 書（ 様 式 第 ３ 号 ）そ の 他 必 要 な 資 料 書 類 を い う 。以

下 同 じ 。） を 管 財 係 に 持 参 す る こ と 。  

(４ )技 術 資 料 の 提 出 期 間 は 、(１ )に よ り 掲 示 を 行 っ た 日（ 以 下「 公 募

日 」と い う 。）か ら １ ０ 日 間（ 初 日 、土 日 祝 祭 日 を 含 む 。）と す る 。

た だ し 、 必 要 と 認 め る と き は ８ 日 間 と す る こ と が で き る 。  

４  技 術 資 料 の 審 査 及 び 入 札 参 加 者 の 選 定  

 技 術 資 料 の 提 出 が あ っ た と き は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ )財 務 課 長 は 、技 術 資 料 の 形 式 審 査 を し 、整 理 し た 上 で 請 負 設 計 金

額 が １ 億 ５ 千 万 円 以 上 の も の に あ っ て は 委 員 会 に 諮 る 。  

(２ )委 員 会 は 、 公 募 の 条 件 及 び 指 名 業 者 の 選 定 に 係 る 留 意 事 項 等 に

よ り 技 術 資 料 を 審 査 し 、 入 札 参 加 者 を 選 定 す る 。  

(３ ) (２ )及 び (５ )の 選 定 に 係 る 入 札 参 加 者 の 指 名 人 数 は 、 選 定 要 綱

第 ６ 条 の 指 名 人 数 の お お む ね ２ 倍 以 内 を め ど と す る 。  

(４ )財 務 課 長 は 、 (２ )及 び (５ )の 選 定 結 果 に 基 づ き 入 札 参 加 者 指 名



調 書 を 調 製 す る 。  

(５ )財 務 課 長 は 、請 負 設 計 金 額 が １ 億 円 未 満 の も の に あ っ て は 、公 募

の 条 件 及 び 指 名 業 者 の 選 定 に 係 る 留 意 事 項 等 に よ り 技 術 資 料 の 審

査 を 行 う 。 審 査 に 当 た っ て は 、 業 務 担 当 課 長 に 協 議 す る も の と す

る 。  

(６ )財 務 課 長 は 、 (５ )の 選 定 結 果 を 委 員 会 の 部 会 に 報 告 す る 。  

５  設 計 図 書 の 配 布  

(１ )設 計 図 書 の 配 布 は 、電 子 デ ー タ の 設 計 図 書（ 以 下「 設 計 図 書 」と

い う 。）を 入 札 情 報 公 開 シ ス テ ム に 掲 載 す る こ と に よ り 行 う こ と と

す る 。た だ し 、入 札 情 報 公 開 シ ス テ ム に 掲 載 で き な い 場 合 は 、水 道

局 ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 及 び 水 道 局 第 二 庁 舎 １ 階 閲 覧 コ ー ナ ー に お

い て 掲 示 す る も の と す る 。  

(２ )設 計 図 書 の 配 布 を 希 望 す る 者 は 、 設 計 図 書 の 配 布 期 間 内 に (１ )

の 設 計 図 書 を ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と 。な お 、閲 覧 時 に 必 要 な パ ス ワ

ー ド に つ い て は 、 事 前 に 管 財 係 が 通 知 し た パ ス ワ ー ド を 用 い る と

と も に 、 第 三 者 に 教 示 す る こ と の な い よ う 取 扱 い に は 十 分 注 意 す

る こ と 。  

(３ )設 計 図 書 閲 覧 の た め の パ ス ワ ー ド 通 知 が 紛 失 等 に よ り 不 明 と な

っ た 場 合 は パ ス ワ ー ド 再 発 行 申 請 書（ 様 式 第 ４ 号 ）を 管 財 係 に 提 出

す る こ と 。  

６  指 名 及 び 非 指 名 の 通 知 並 び に 非 指 名 の 説 明  

(１ )財 務 課 長 は 、指 名 さ れ た 者 に 対 し て は 指 名 し た 旨 を 、指 名 さ れ な

か っ た 者（ 以 下「 非 指 名 者 」と い う 。）に 対 し て は 指 名 し な か っ た

旨 を 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 通 知 す る も の と す る 。た だ し 、紙 入 札

参 加 承 認 を 得 た 者 に 対 し て は 、 指 名 競 争 入 札 指 名 ・ 非 指 名 通 知 書

（ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 通 知 す る 。  

(２ )財 務 課 長 及 び 業 務 担 当 課 長 は 、 非 指 名 者 か ら 非 指 名 通 知 書 に 記

載 さ れ た 日 時 ま で に 、非 指 名 理 由 説 明 申 出 書（ 様 式 第 ６ 号 ）に よ り

非 指 名 の 説 明 を 求 め ら れ た と き は 、 こ れ を 説 明 す る も の と す る 。  

７  現 場 説 明  

 現 場 説 明 に つ い て は 、宇 部 市 水 道 局 工 事 請 負 契 約 事 務 手 続 要 綱（ 令

和 ４ 年 ４ 月 １ 日 制 定 ） 第 １ ４ 条 （ 現 場 説 明 の 取 扱 い ） 及 び 第 １ ５ 条

（ 現 場 説 明 の 実 施 方 法 ） に よ る 。  

８  そ の 他 留 意 事 項  

(１ )技 術 資 料 を 提 出 し た 者（ 以 下「 提 出 者 」と い う 。）は 、受 注 意 欲

の あ る 者 と み な す 。  

(２ )技 術 資 料 の 提 出 そ の 他 申 請 に 要 す る 費 用 は 、 す べ て 提 出 者 の 負

担 と す る 。  



(３ )技 術 資 料 は 、公 募 型 指 名 競 争 入 札 の 資 料 と し て の 使 用 以 外 に は 、

提 出 者 に 無 断 で 使 用 し て は な ら な い 。  

(４ )同 種・類 似 業 務 の 施 行 実 績 及 び 技 術 者 の 資 格・業 務 経 験 に つ い て

は 、 原 則 と し て 過 去 １ ５ 年 に 対 応 す る 年 度 の ４ 月 １ 日 か ら 公 募 日

ま で と す る 。  

９  公 表  

 公 募 型 指 名 競 争 入 札 を 行 っ た 場 合 に お け る 当 該 競 争 に 参 加 し よ う

と し た 者 の 商 号 又 は 名 称 並 び に 当 該 競 争 入 札 の 非 指 名 者 の 商 号 又 は

名 称 及 び そ の 者 を 指 名 し な か っ た 理 由 を 、 入 札 執 行 の 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て １ 年 間 が 経 過 す る 日 ま で 水 道 局 第 二 庁 舎 １ 階 閲 覧 コ ー ナ ー

に お い て 閲 覧 に 供 す る こ と に よ り 公 表 す る も の と す る 。  

１ ０  入 札 の 中 止  

  入 札 参 加 資 格 を 有 す る 者 の 数 が ２ に 達 し な い 場 合 は 、 当 該 入 札

は 中 止 す る こ と が あ る 。  

１ １  必 要 事 項  

  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め

る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 宇 部 市 上 下 水 道 局 公 募 型 指 名 競 争 入 札 方 式 事 務 処 理 要 領 の 廃 止 ）  

２  宇 部 市 上 下 水 道 局 公 募 型 指 名 競 争 入 札 方 式 事 務 処 理 要 領 (平 成 ２

６ 年 上 下 水 道 局 要 領 )は 、 廃 止 す る 。  

 


